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令和８年２月２６日 

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課  
障害保健福祉推進室 

 

高齢者・障害者施設等に対する物価高騰対策支援金 

 
 この度、京都市では、物価高騰の状況を鑑み、高齢者・障害者施設等（以下「施設等」と
いう。）が安定的な運営を行えるよう、「令和７年度物価高騰対策支援金」を給付します。 
 
１ 対象事業 
 ⑴ 光熱費支援事業 

光熱費の高騰による施設等の維持管理費の増額に対応することを目的に、各施設等
の定員数等の規模に応じて支援金を給付する事業 

 ⑵ 食材費支援事業 
施設等の利用者へ提供する食事の材料費の高騰に対応することを目的に、各施設等

の定員数に応じて支援金を給付する事業 
 ⑶ 燃料費支援事業 

燃料費の高騰による施設等の維持管理費の増額に対応することを目的に、各施設等
のサービスを提供する車両数に応じて支援金を給付する事業 

 
２ 基準額及び対象サービス種別 

 基準額及び対象サービス種別は、以下のとおりとします。 
（※） 定員数は、令和８年１月１日時点のもの 

 （※） 食材費支援事業の対象は、食事の提供がある施設等 
⑴ 高齢者施設等 
 ア 光熱費支援事業 

入
所
系 

【基準額】定員１人当たり１２，０００円 
【対象サービス種別】 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、（介護予防）短期
入所生活介護（空床型を除く。）、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、
（介護予防）短期入所療養介護（空床型を除く。） 

通
所
系 

【基準額】定員１人当たり４，０００円 
【対象サービス種別】 
通所介護（通所型サービス（総合事業）を含む。）、（介護予防）通所リハビリ
テーション、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）小規模多機能
型居宅介護、地域密着型通所介護、複合型サービス（看護小規模多機能型居
宅介護） 



 

訪
問
系 

【基準額】１事業所当たり４２，０００円 
【対象サービス種別】 
訪問介護（訪問型サービス（総合事業）を含む。）、（介護予防）訪問入浴介
護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予
防）福祉用具貸与、特定（介護予防）福祉用具販売、居宅介護支援（介護予
防支援を含む。）、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 

イ 食材費支援事業 

入
所
系 

【基準額】定員１人当たり１８，０００円 
【対象サービス種別】 
（介護予防）認知症対応型共同生活介護、（介護予防）短期入所療養介護（空
床型を除く。） 

通
所
系 

【基準額】定員１人当たり６，０００円 
【対象サービス種別】 
通所介護（通所型サービス（総合事業）を含む。）、（介護予防）通所リハビリ
テーション、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）小規模多機能
型居宅介護、地域密着型通所介護、複合型サービス（看護小規模多機能型居
宅介護） 

 
⑵ 障害者施設等 
 ア 光熱費支援事業 

入
所
系 

【基準額】定員１人当たり１２，０００円 
【対象サービス種別】 
障害者支援施設、共同生活援助、療養介護、短期入所（空床型を除く。）、宿
泊型自立訓練 

通
所
系 

【基準額】定員１人当たり６，０００円 
【対象サービス種別】 
生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労選択支援、就
労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、地域活動支援センター、
日中一時支援 

訪
問
系 

【基準額】１事業所当たり４２，０００円 
【対象サービス種別】 
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就
労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、
移動支援、訪問入浴 

 
イ 食材費支援事業 

入
所
系 

【基準額】定員１人当たり１８，０００円 
【対象サービス種別】 
障害者支援施設、共同生活援助、療養介護、短期入所（空床型を除く。）、宿
泊型自立訓練 

通
所
系 

【基準額】定員１人当たり６，０００円 
【対象サービス種別】 
生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労選択支援、就
労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、地域活動支援センター、
日中一時支援 

 



 

ウ 燃料費支援事業 

入
所
系 

【基準額】自動車１台当たり１８，０００円 
【対象サービス種別】 
障害者支援施設、共同生活援助、療養介護、短期入所（空床型を除く。）、宿
泊型自立訓練 

通
所
系 

【基準額】自動車１台当たり１８，０００円 
【対象サービス種別】 
生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労選択支援、就
労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、地域活動支援センター、
日中一時支援 

訪
問
系 

【基準額】自動車１台当たり１８，０００円 
自動二輪車（原動機付き自転車含む）１台当たり３，０００円 

【対象サービス種別】 
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就
労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、
移動支援、訪問入浴 

 
３ 給付要件 

以下、すべての要件を満たす必要があります。 
① 「２ 基準額及び対象サービス種別」に定める施設等であり、京都市内に所在してサ

ービスの提供を行っていること 
② 令和８年１月１日時点で京都市において介護保険法、老人福祉法又は障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業の指定・許認可を受
けていること 

③ 令和８年１月３１日時点で京都市に対し令和７年１０月及び１１月の両方に各施設
のサービス提供に係る給付の請求又は利用実績の報告があること 

④ 特別監査の実施中ではないこと 
 

  ※ 複数の指定を受けている給付対象施設等について 
  【高齢者施設等】 

・ 同一所在地において、介護サービス事業と介護予防サービス事業の両方の指定を受
け、いずれもが上記①〜④の要件を満たしているときは、介護サービス事業を給付対
象施設等とする。 

・ 同一所在地において、介護サービス事業と介護予防・日常生活支援総合事業の両方
の指定を受け、いずれもが上記①〜④の要件を満たしているときは、介護サービス事
業所を給付対象施設等とする。 

  【障害者施設等】 
  ・ 障害者支援施設が実施する通所系サービスについては、施設入所支援の定員を超え

る定員数に応じて支給する。 
・ 同一所在地において、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援、移動支援の中で複数の指定を受けているときは、これらを同一事業所と



 

する。 
・ 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援の中で複数の指定を受けているときは、

これらを同一事業所とする。 
・ 同一所在地において計画相談支援と障害児相談支援の両方の指定を受け、いずれも

が上記①〜④の要件を満たしているときは、計画相談支援を給付対象施設等とする。 
・ 療養介護については、京都府が実施する病院・診療所に対する支援金と重複して支

給を受けることはできない。 
・ 燃料費支援事業については、複数の指定を受けた事業所が同一の車両をそれぞれの

指定を受けた事業所で届け出たとしても、１ヵ所のみが支給の対象となる。 
 
４ スケジュール（予定） 

⑴ 光熱費支援事業及び食材費支援事業 
令和８年２月２６日（木） 各給付対象施設等に対して、支援金の金額及びその内訳

（対象事業種別ごと）が分かる確認書を郵送 
   〜３月 ９日（月） 各給付対象施設等による必要事項についてオンライン

上で届出 
   〜３月３１日（火） 支援金の支払い 

⑵ 燃料費支援事業 
令和８年３月中旬 

〜４月３０日（木） 
各給付対象施設等に対して、給付対象となる車両台数の
調査を実施 

   〜５月２０日（水） 各給付対象施設に対して、支援金の金額がわかる確認書
を郵送 

   〜５月２９日（金） 各給付対象施設等による必要事項についてオンライン
上で届出 

   〜６月３０日（火） 支援金の支払い 
 
＜お問合せ先＞ 
 京都市保健福祉局 

健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課（施設支援担当） 
電話：０７５−２２２−３８０２ 

障害保健福祉推進室 
 電話：０７５−２２２−４１６１ 


